
平成２４年１１月１５日 

 

横浜市会議長 

  佐 藤  茂 様 

 

 

新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会 

座長 松 本  研 

 

 

新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方について（答申） 

 

 

平成２４年６月１１日に諮問を受けました「新市庁舎整備に向けた議会棟の

あり方」について、別紙のとおり答申します。 
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平成２４年１１月１５日 

 

新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方（答申） 

 

 

１ 基本的な考え方 

(1) 円滑かつ適正な議会活動ができる施設とする。 

 (2) 市民からわかりやすい議会棟の配置とする。また、市民利用部分につい

て効率的な動線を確保する。 

 (3) 議員数は、新たな大都市制度の実現も視野に入れ、現状の議場の議席設

置可能数である１００人を基本とする。 

 (4) 委員会数は、現在の数（常任委員会８、特別委員会７、予算決算特別委

員会２、運営委員会１、運営理事会１）の想定とする。 

 (5) 十分なセキュリティ対策が行える施設とする。 

 (6) 障害者に対して十分配慮した施設とする。 

 (7) 海外との交流に対応できる施設とする。 

 (8) ＩＣＴ環境の整った施設とする。 

 (9) 環境に配慮した（省エネ）施設とする。 

(10) 施設の効率的利用について考慮した施設とする。 

 

 

２ 形態 

  二元代表制の観点から行政棟とは分離し独立棟とすることが望ましい。 

ただし、配置については効率的・機能的であること。 

     

 

３ 諸室の考え方 

 (1) 本会議場 

   議場は、伝統ある横浜市会の雰囲気を大切にし、ゆとりを持ったスペー

スを確保する。 

   傍聴席は、一般傍聴席と賓客用の特別傍聴席を設けるとともに、記者席

には一般記者席のほかにカメラ席を設ける。 

   付属施設として、傍聴者ロビー、当局職員控室を設置する。 
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 (2) 委員会室 

   委員会室は、現状よりゆとりを持ったスペースとし、８常任委員会専用

室（特別委員会兼用）のほか、運営委員会室・運営理事会室、全員協議会

室、予算決算特別委員会室を設けるとともに、常任委員会室及び運営委員

会室には正副委員長打合せ、当局控室等として利用できる副室を併設する。 

   また、運営理事会室を除く各室には、記者席・一般傍聴席を設置し、セ

キュリティ確保の観点から議員、当局職員、報道関係者、傍聴者の動線を

できる限り分離する。傍聴席の設置に当たっては、傍聴のしやすさ、安全

性を考慮の上、設置方法等を多岐にわたって検討する。 

 

 (3) 議員控室 

   議員控室は、現状より面積を拡大し、各会派の所属議員数に応じて割り

振られるスペースのなかで各会派の判断で、執務室、団会議室、応接室、

打ち合わせスペースなどが設置できるようにする。 

   また、市民に分かりやすいフロア配置とし、会派の人数変動に応じて柔

軟に変更できる構造・設備とする。 

 

 (4) 正副議長室 

   議長応接室・副議長応接室を備えた正副議長室とし、来客の待機室を設

置する。 

 

 (5) 応接室 

   共用の応接室を一定数設置するとともに、議会棟受付付近に来客対応用

応接室を設置する。 

さらに海外からの大人数の賓客などに対応できる応接室を設置する。 

 

 (6) 会議室 

   共用の会議室を一定数設置するとともに、研修会・議連総会など多目的

に利用できる会議室を設ける。 

さらに、視察受入、賓客受入のためにプレゼンテーション対応が可能な会

議室を設置する。 
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 (7) 図書室 

   十分な蔵書スペース、配架スペースを備えるとともに、閲覧スペース、

政務調査用スペースを備えた図書室とし、市民開放を行う。 

また、議会局事務室との配置に配慮し、レファレンスサービスが可能な施

設とする。 

 

 (8) その他 

   議会活動や市政情報を市民に紹介するＰＲコーナーや、記念品・資料な

どを展示するスペースを市民が利用しやすい場所に設置する。 

災害対応なども考慮した機能を有する施設を設ける。 

議会局事務室を現状より拡充し、事務室と一体で局長室を設置するととも

に、請願・陳情・情報公開等の市民対応スペースを確保する。 

レストラン・喫茶室については議会棟から利用しやすい位置に配置する。 

 

 

４ 想定規模 

  他の政令指定都市、神奈川県、東京都等の各議会棟の機能・規模、その他

直近の事例を参考に、新たな議会棟として望ましい想定規模は、次のとおり

と考えられる。 

 

  議 会 機 能 部 分：  ７，９００㎡ ～  ９，０００㎡ 

  [ 専 用 部 分 ] 

 

  議 会 棟 全 体 面 積： １３，１００㎡ ～ １５，０００㎡ 

[共用部分を含む] （議会機能部分と共用部分の比を６：４と想定） 

 



 

付 属 資 料 
 
 
 

１ 新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会委員名簿 

 
 
 

２ 新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会検討経過 

 
 
 

３ 議会棟の想定面積 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会委員名簿  

 
役 職 氏   名 会  派 

座 長 松本   研  自 由 民 主 党 

副座長 小粥  康弘 民   主   党 

副座長 源波  正保 公   明   党 

委 員 瀬之間 康浩 自 由 民 主 党 

委 員 関   勝則 自 由 民 主 党 

委 員 石渡 由紀夫 民   主   党 

委 員 髙橋  正治 公   明   党 

委 員 有村  俊彦 み ん な の 党 

委 員 豊田  有希 み ん な の 党 

 

 

 

２ 新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会検討経過 

 
回 数 開 催 年 月 日 議   題  ・ 内  容 

第１回 平成２４年 ７月２４日 (1) 座長及び副座長の選任について 

(2) 調査会運営上の確認事項について 

(3) 今後のスケジュールについて 

(4) 検討事項について  (検討事項の確認) 

(5) その他 

第２回 平成２４年 ９月 ５日 (1) 検討事項について （検討の方向性） 

(2) その他 

（視察） 平成２４年 ９月２４日 東京都議会の視察 

第３回 平成２４年１０月１６日 (1) 検討事項について （整備の考え方・想定面積）

(2) その他 

第４回 平成２４年１１月 ６日 (1) 検討事項について （答申案の検討） 

(2) その他 

 



整備の考え方 想定面積（㎡）

本会議場 ９４５～１，０９５

議場 最大議席設置数１００席 ４５０～６００

傍聴席等
一般傍聴席２００席～２５０席、特別傍
聴席１０席、記者席４０席（カメラ席を
含む）

３００

傍聴者ロビー ５０人程度の待機スペース １０５

当局職員控室 ６０

放送室 ３０

委員会室 ２，２８０～２，６５０

常任委員会室 ８室（一般傍聴席２０席、記者席１０席） １，１２０～１，３６０

運営委員会室 １室（一般傍聴席２０席、記者席１０席） １４０～１７０

委員会室副室 ９室 ３６０

運営理事会室 １室 ６０

全員協議会室・予算決
算特別委員会室

全員協議会室１室（分割して２室として
利用可能な形態）設置又は全員協議会室
１室・予算決算特別委員会室１室設置

６００～７００

議員控室 １人当たり １５～２０㎡ １，５００～２，０００

正副議長室 ２７０

応接室 ４１０

一般応接室 ３室 １２０

迎賓用応接室 １室 ２３０

受付用応接室 ３室 ６０

会議室 ７５０～８５０

一般会議室 ６室 ３００

多目的ルーム １室 ３００～４００

視察受入・
迎賓用会議室

１室 １５０

図書室 ４００

その他 １，３２４

ＰＲコーナー １８０

災害対応のための施設 ５０

事務室 ５１５

局長室 ４０

市民対応スペース 請願・陳情・情報公開等対応 ３５

職員更衣室 ３０

宿直室・運転手控室 ４６

書庫・倉庫 ４００

速記者控室 ２８

議会機能部分合計(A) ７，９００～９，０００

(A)÷0.6 １３，１００～１５，０００

３　議会棟の想定面積

議会棟全体(B)


